
請願署名のススメ 
夜勤改善と大幅増員を！ 



【請 願 権】 日本国憲法 第１６条 
 

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規
則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請
願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいか
なる差別待遇も受けない。 

A．一般市民が為政者（政治を 

   行なう者）に願いを伝え
る手段 

【国 会 法】   第9章 請願 79条～82条 
 

【地方自治法】  第7節 請願 124条～125条 

請願を受ける義務が国・自治体に！ 



【請願法】 
 

第一条  請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の 
      定めるところによる。  
 

第二条  請願は、請願者の氏名（法人の場合はその名称）及び住所（住所の 
      ない場合は居所）を記載し、文書でこれをしなければならない。  
 

第三条  請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければ 
      ならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければな 
      らない。  
  ○２  請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、 
      これを内閣に提出することができる。  
 

第四条  請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出された 
      ときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当 
      な官公署にその請願書を送付しなければならない。  
 

第五条  この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に 
      処理しなければならない。  
 

第六条  何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。  



掲げた要望が、多くの人々の要
望であることを伝える手段 







A．紹介議員によって提出された内
容   
    にあった委員会で採択か否かが 
    審議されます。 

委員会を通り、本会議で採
択されれば、国に実行の義
務が生じます！ 
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【請 願 法】 第２条  
請願者の氏名及び住所を記載し、文書
でこれをしなければならない。  




